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司法行政文書開示通知書

平成30年12月11日付け（同月13日受付，最高裁秘書第5239号）で申

出のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしまし

たので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1）第71期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示について（片面で1枚）

（2） 第71期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示に関する設営について

（片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



第71期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示について

調査係
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(以下の注意事項を貼り紙で表示）
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写真撮影禁止

一方通行

72期修習生立入禁止

(貼り紙）

掲示板
(電子）

掲示板
(電子）
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第71期司法修習生考試の不合格者受験番号の掲示に関する設営について

調査係
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経理課
71期修習生に対し,西館へ向か

うよう指示まる掲示を行い,本館

へIま立式禁止とする(午後2時頃
から掲示)。
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ホワイト

ボード(71期
修習生向けに

｢この先立入

禁止｣の指示）

午後2時頃～3

時50分頃 I西館
(ロビー）

3時50分頃までは,71期修習生がロビー内で待機することを認める(寒さ§

雨天対策)。

3時50分頃,まもなく発表することを案内し,ロビーにいる71期修習生を玄

関内に誘導した上で,自動扉を封鎖する(以後,71期修習生がロビー内に

立ち入ることを禁ずる)。
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1 （自動扉）
ホワイトボード等で自動扉付近

を封鎖

午後3時50分頃～

を封鎖

午後3時50分

を封鎖

午後3時50分頃～

企画第二課

（企画係）） 満二菫剛
午後2時頃から玄関内外に｢写真撮影禁止』, 「72期修習生

。 ．． ‘ 舌 ． ．。

立入禁止｣等の貼り紙｡電光掲示板に[午後4時から,この

掲示板に不合格者の受験番号を掲示する｣旨表示。
扉）

中講堂 (調査係） ｢判定｢判定｣像

※掲示時間
発表日当日午後4時～6時頃
玄関の施錠後は,玄関の外に向かって貼り紙で掲示する
（例年どおり)。 ．

電光掲示板 ＝

(2台とも同じ内容を表示）


